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令和 7年 12月

令和 7 年度 応用地形判読士資格 登録更新対象者 各位

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会

「応用地形判読士資格」登録更新の手引き

令和 7 年度「応用地形判読士資格」登録更新 実施要領

Ⅰ．登録更新の対象者

有効期限が 2026 年 3月 31 日の方

（登録番号が 15-****の方）

Ⅱ．更新に必要な条件 （ＣＰＤ記録の報告）

ＣＰＤ記録（125 単位以上/5年間分）を報告して頂きます。

報告して頂きますＣＰＤ記録の詳細は、当案内「１．登録更新に必要な条件」をご覧ください。

Ⅲ．申請方法

所定の様式に従い申請書類を作成し、登録更新料をお振り込みの上、電子化した申請書類を

メールにて送信して頂きます。申請方法の詳細は、当案内「2．申請方法」をご覧ください。

【申 請 書 類】 申請書類は、全地連のホームページ上でご案内いたします登録更新の

案内にそって必要な申請書類のデータをダウンロードしてください。

→ https://www.zenchiren.or.jp/event/detail/119

【申請受付期間】 令和 7年 12 月 1日 ～ 令 8年 1月 31日

【登録 更新 料】 [全地連会員] 12,100 円（税込み）

申請書類を全地連宛にメールで提出

・申請書類の確認

・登録証の発行

登録証の郵送（3 月上旬頃 郵送）

申請書類の作成・登録更新料の振込み

②登録更新申請書の入手

②申請書・CPD 記録簿の作成

③登録更新料の振込み
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１．登録更新に必要な条件 （ＣＰＤ記録の報告） .

登録更新では、次の①②に該当するＣＰＤ記録を CPD記録簿（様式例）または、報告して頂きます。

① ＣＰＤの取得期間および単位数

令和 3 年（2020 年）1 月 1 日 ～ 令和 7 年（2025 年）12 月 31 日 までの 5 年間に取得した ＣＰＤ125単位以上

② ＣＰＤの内容 （本紙６ページより、CPD の分類や重み係数などの詳細を掲載）

「土質･地質技術者生涯学習協議会※１」及び「日本技術士会※２」または「建設系 CPD 協議会※３」に参加する

団体等におけるCPDの指標に準じたものであり、また、このうち、ＣＰＤ50単位以上は地形判読に関連する内容

とし、赤色文字で表示したもの。

地形判読に関連する内容としては、以下の A,B を参照のこと。

A．「土質・地質技術者生涯学習協議会」が設定する〔９．業務成果〕については、内容 を以下のように読み替

えた実績に基づいて登録する。

(3)現場管理経験⇒地形判読を主とした業務 または 地形判読を利活用した業務

(4)現場経験⇒地形判読を伴わない業務

B．応用地形判読に関連する、講習会、論文、発表、聴講、学協会活動に関連するものを登録する。

※１．p.6 巻末資料１；参照

※２. 日本技術士会ホームページ https://www.engineer.or.jp/index.html

※３．建設系 CPD 協議会ホームページ https://www.cpd-ccesa.org/

登録更新手続きのながれ
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２．申請方法 .

申請方法は、以下に示す要領に従い申請書類を作成し、全地連事務局までメールにて提出して頂きます。

（１）申請書類の受付期間

令和 7年 12 月 1日 ～ 令和 8 年 1月 31 日

（２）申請書類の種類

提出していただく申請書類は次の通りです。 各書類の作成方法は、（5）申請書類の作成方法をご確認ください。

提出書類

① 登録更新

申請書

② ＣＰＤ記録簿 ③ 登録更新料

の振込領収書

④戸籍抄本※

※ ④戸籍抄本は、氏名を変更された方のみ提出していただきます。

（３）申請書類の提出先

作成した申請書類（データファイル）は、次の要領に従いメールで送信してください。

送信先アドレス： t-sinsei@zenchiren.or.jp

送信時の件名および本文は以下の形としてください。

件名： 応用地形判読士 登録更新申請 （登録番号）

本文： 応用地形判読士資格の登録更新申請書を提出します。

氏名：○○○○

登録番号：＊＊－＊＊＊（２＋３ケタ）

なお、申請のメールを受信した後、受信確認の返信メールを自動で送信いたします。

メールの件名および本文には必ずご自身の資格登録番号を記載してください。

（４）登録更新料および振込先

登録更新料(税込)：12,100 円

振込先： 三菱ＵＦＪ銀行 本郷支店 普通 １０１７６７７ （社）全国地質調査業協会連合会

※振込手数料は申請者のご負担でお願いいたします。

※登録更新料は原則、返金いたしませんので予めご了承願います。

※領収証の日付は一律申請期限の［令和 8 年 1 月 31 日］とします。ご了承ください。

※領収証はインボイス対応となります。

※領収書は登録証に同封しお送りいたします。
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（５）申請書類の作成方法

申請書類 作成方法 ﾌｧｲﾙの保存名称※

① 登録更新申請書 左記の申請書類①、②は、全地連のホームページに掲載します専

用用紙をダウンロードの上、項目内容に従い記入・作成して下さい。

また、作成しました申請書類は、右記の「ファイルの保存名称」に従

いデータを保存してください。

※申請書類①は、記入した用紙を PDF ファイルに変換しください。

※申請書類②は、Ｅｘｃｅｌファイルで作成して頂きます。作成の際、

セルに入力した文字がすべて表示されるよう、必要によりセルの高

さを調整してください。

※ 全地連ホームページ 申請書類様式

https://www.zenchiren.or.jp/event/detail/119

t-sinsei*****

（PDF ファイル）

※半角英数字

③ ＣＰＤ記録簿 t-kiroku*****

（Excel ファイル）

※半角英数字

③ 登録更新料の

振込領収書

左記の申請書類③は、振込領収書をスキャニングし、PDF ファイルに

変換して、右記の指定したファイル名称で保存してください。

※インターネットからのお振り込みの場合

インターネットからのお振込みの場合、通信機器画面上に表示される

決済画面（振込日・振込先・振込金額が確認できるもの）をプリントアウ

トするなどし、PDF ファイルにしてください。

t-furikomi*****

（PDF ファイル）

※半角英数字

④ 戸籍抄本

※氏名変更された方のみ

戸籍抄本をスキャニングし、PDF ファイルに変換して、右記の指定し

たファイル名称で保存してください。なお、スキャニングの際は、氏名の

変更履歴が確認できるよう該当部分をスキャニングしてください。

t-simei*****

（PDF ファイル）

※半角英数字

※申請書の作成は、手書き・キーボード入力のどちらで作成されてもかまいません。

※ファイル名に使用する文字は半角英数字とし、全角文字の使用を禁止します。

なお、ファイル名の ***** には、資格登録番号の 5 ケタを半角で入れてください。

（ 例 （登録番号 15-123 の場合） ： T-sinsei15-123.pdf ）

※ファイル容量は、合計で２MB 以内を目安とします。
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４．その他 .

１．申請書類の内容確認について

お送りいただいた申請書類は、全地連事務局にて内容を確認いたします。CPD 記録簿は、p.8 巻末資料２の②

CPD 記録簿の記述に基づき、CPD 記録簿（様式例）等を用いて作成いたします。

申請内容の不備や CPD 単位の不足などが認められた場合、内容確認のため連絡を入れさせていただきます。

なお、申請内容によっては、書類の再提出を求める場合があるほか、CPD 取得の証明書類（CPD 取得証明書、

社内研修の資料、自己学習の教材資料など）の提出を求める場合があります。証明書類は予めお手元にまとめて

整理されておく事をお勧めいたします。

内容確認の結果、更新条件を満たしていないとの最終判断に至った際は、２月までにご連絡を入れさせていただ

きます。

２．登録証の発送について

更新条件を満たした方には、登録証を発送いたします。

発送時期 ： 令和 8年 3 月上旬予定

発送先 ： 現住所宛て

※ ３月末までに登録証が届かない場合は、すみやかに全地連までお問い合わせください。なお、４月以降のお問合せの場

合は、再発行手数料を申し受けます。

３．資格者情報の公開について

資格者情報の公開は、原則として公開することといたしました。従来は公開を任意としておりましたが、平成 26 年

に施行された改正品確法により、発注機関では有資格者の積極的な活用を図るに当たり、資格者情報の公開を求

めてくるケースが増えてまいりました。このような状況を踏まえ、全地連では資格制度の活用を推進するため、資格

者情報の原則公開を行う事にした次第です。有資格者の皆さまには、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、資格者情報の公開により、仕事などに支障が生じる場合は、全地連までご連絡ください。

４．領収書について

インボイス対応の領収書は、登録証に同封しお送りいたします。

なお、領収日の日付は当年度申込受付締切日とさせていただきます。

複数名分をまとめてお振込みいただいた場合にも、1名に対し 1枚の領収書を発行させていただきます。

４．登録更新に関する問い合わせ窓口

TEL：03-3518-8873 （全地連 事務局 （応用地形判読士資格担当））

※電話受付時間：月曜～金曜の平日 9:30～16:30

以上
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巻末資料１ 土質･地質技術者生涯学習協議会における CPD の考え方

土質･地質技術者生涯学習協議会におけるCPDの考え方（単位の計算方法・重みの指標）は、下

表に示す通りです。この他、日本技術士会または建設系 CPD 協議会等における CPD の指標に準じ

てＣＰＤ記録簿の記述をお願いいたします。
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巻末資料２ 申請書類作成のポイント （①登録更新申請書 ②ＣＰＤ記録簿 ③CPD 記録簿作成の Q＆A）

①登録更新申請書

・（テンプレートのダウンロード）

申請書用紙の入手は、全地連ホームページの申請書テンプレート（Word）をダウンロードしてください。

・（必要事項の記入）

申請書に必要事項を記入してください。

・「郵便番号 現住所」

住民票登録をしている自宅の住所を記入してください。

・「電話番号」

申請内容の確認が必要な際に連絡する電話番

号となります。必ずご記入ください。

・「登録メールアドレス」

登録更新のご案内などを送信するメールアドレ

スとなります。必ずご記入ください。

・「資格有効期限」

資格有効期限を予め記載しております。ご自身の

資格有効期限と同じであることをご確認ください。

・「所属機関の全地連会員加入について」

「登録更新 Web サイト」には、会員名簿を用意して

いますのでご参考ください。

・「登録更新料」

複数名分をまとめて振り込んだ場合は、※印の欄

に該当者の登録番号と氏名を記入してください。

・「資格者情報」－「資格者情報の公開について」

資格者の情報（1.資格登録番号、2.氏名、3.所属

機関名、4.資格有効期限）は、資格制度の活用・普

及を目的に、原則、公開することといたしました。

なお、資格者情報の公開により、仕事などに支障

が生じる場合は、全地連までご連絡ください。

資格者名簿

https://www.zenchiren.or.jp/jouho_kanrisi/data/jouhou_roster.pdf
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②CPD 記録簿

更新に必要な CPD について、当案内２頁「２．更新に必要な条件」を参照の上、以下に示す要領に従い CPD 記録簿を作成してください。

なお、「登録更新 Web サイト」には、CPD 記録簿の作成例を用意しています。

全般

テンプレートの

ダウンロード
CPD 記録簿の用紙（Excel）は全地連ホームページよりダウンロードしてください。

記入項目
テンプレートには、プログラム名や主催者名など15の項目を用意しています。項目に従い記入してください。な

お、15 項目のうち、※印のついた 11 項目は申請の必須項目となりますので必ず記入してください。

時系列の整理 記入する CPD は、後述する項目「⑧終了年月日」の古いものから順に整理してください。

記入項目毎（全１５項目）

①番号

（※必須項目）
時系列に整理した CPD 記録を、１番からの通し番号でナンバリングしてください。

②主催者名

（※必須項目）

CPD の内容に応じて、次を参考に記入してください。

・講習会等の受講の場合 → 主催者名

・社内研修の場合 → 当社（○○株式会社）

・自己学習（技術書の講読など）の場合 → 自己学習

・普及活動（委員や講師など）の場合 → 行事を主催した機関名・委員会名（例：○○工学会 JIS 検討委

員会）

・業務経験の場合 → 発注者名（下請負人で受注の場合、元請負人および発注者の両者を記入）

③プログラム名

（※必須項目）

CPD の内容に応じて、次を参考に記入してください。

・講習会等の受講 → プログラム名

・社内研修の場合 → プログラム名、あるいは研修内容のテーマ

・自己学習の場合 → 学習した内容のテーマ

・普及活動（委員や講師など）の場合 → 検討議題名（検討内容）または講演プログラム名

・業務経験の場合 → 業務件名

④プログラム番号 講習会等の主催者が、プログラム番号など整理番号を割り当てている場合はこちらに記入してください。

⑤教育分野

⑥教育形態
ジオ・スクーリングネット※の機能を利用し CPD 記録簿を作成された方は、任意でご利用ください。

⑦開始年月日

⑧終了年月日

（※全て必須項目）

講習会、委員会、自己学習などの実施期間について、開始および終了の年月日を西暦で記入してください。

※資格の取得により CPD を取得した場合は、資格取得日を「⑧終了年月日」に記入してください。

⑨参加単位

⑩単位

⑪CPD 単位

（※全て必須項目）

取得した CPD 単位と、その算出根拠となる数量・単位を記入していただきます。算出根拠となる数量・単位を

「⑨参加単位」「⑩単位」に、取得した CPD 単位を「⑪CPD 単位」に記入してください。

※記入例：自己学習を３時間実施し、CPD 単位 1.5 を取得の場合

→ 「⑨参加単位」= 3 、「⑩単位」= 時間 、「⑪CPD 単位」= 1.5

※「⑪CPD 単位」に小数点以下が生じる場合、0.5 単位刻みで入力してください。

※講習会受講などにより、第三者が算出した CPD 単位を取得した場合、「⑨参加単位」「⑩単位」の欄には、

CPD 単位算出の目安となる、受講時間などの数量・単位を記入してください。
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⑫主催者証明

（※必須項目）

CPD の取得証明書に相当する書類がお手元にある方は、「 ○ 」を記入してください。

※取得証明書の有無自体が、更新の可否に影響する事はありません。ただし、取得した CPD の内容によって

は、取得証明書の提出を求める場合があります。

→主に「表彰」、「資格」関係が該当します。

⑬認定機関名

（※必須項目）

CPD を付与した機関名を記入してください。なお、申請者本人や勤務先で算出した CPD の場合は、「本人」、ま

たは、「勤務先」と記入してください。

⑭プログラム目標 ジオ・スクーリングネット※の機能を利用し CPD 記録簿を作成された方は、任意でご利用ください。

⑮プログラム内容

（※必須項目）

当欄は、取得された CPD の内容を具体的に記入してください。 記入していただくプログラム名（講習会名称、業

務件名など）によっては、受講証明書などの確認の連絡をさせていただく場合があります。

その他

その他 ・申請された CPD は、その内容により更新の対象外と判断する場合があります。申請の際、更新対象となり得る

CPD を 60 単位を超えて取得されている方は、CPD 記録簿に 60 単位分を超えて記入される事をお勧めいた

します。

（参考）

CPD 記録簿の

作成支援ツール

継続教育支援サイト「ジオ・スクーリングネット」

このサイトは、土質・地質技術者生涯学習協議会が技術者の継続教育支援を目的に運営しているサイトで

す。当サイトでは、利用者登録を行うことにより、講習会の受講申込みや受講証明書の発行が出来るほか、ご

自身の継続学習記録（CPD）を登録することが出来ます。

（作成支援ツール）

このサイトで登録した CPD は、CSV ファイルへの出力が可能です。出力したデータは、申請書類（CPD 記録

簿）に対応していますので、そのままコピーして編集・利用する事が出来ます。既に、ジオ・スクーリングネットを

ご利用の方は、こちらの機能を利用すると便利です。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

→ https://www.geo-schooling.jp/ （「ジオ・スクーリングネット」ホームページ）
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③CPD 記録簿作成の Q＆A

Q1. 日頃の CPD 記録は、ジオ・スクーリングネット（土質・地質技術者生涯学習協議会）とは異なる他の団体で登録しています。

この場合、他の団体で発行印刷したＣＰＤ記録をそのまま代用し、CPD 記録簿にしても良いのでしょうか。

A1. 他の団体で登録されたCPD記録の代用については、そのデータを編集加工し、本登録更新で定める所定のＣＰＤ記

録簿の体裁にあわせて記載頂くことで対応可能です。

CPD記録を扱う多くの団体は、CPD記録をCSVデータなどに出力するサービスを提供しています。出力したデータを

Excel データに変換し、所定の CPD 記録簿に張り付けるなどして CPD 記録簿を作成してください。枠内に入りきれない

場合は枠の上下を広げることで対応してください。それ以外の CPD 記録簿の様式更は禁止しています。

Q2. 保有する CPD 記録の内容について、登録更新の対象となるのか判断がつきません。この場合、どうすれば良いでし

ょうか。

A2. 「巻末資料１ 土質･地質技術者生涯学習協議会における CPD 登録区分・重み係数表」をご覧になっても、登録更

新の対象を判断してください。迷う場合は、全地連までお問合せください（TEL:03-3518-8873）。

Q3. ２日以上の期間を通じて取得した CPD の場合、CPD の取得日はどの日を指しますか？

Q3. このような場合、CPD の取得に要した期間のうち、最終日を CPD の取得日とします。

例１：10/1～10/3 までの講習会の場合 → ＣＰＤ取得日 10/3

例２：工期 4/1～9/30 までの業務で経験した現場経験の場合 → ＣＰＤ取得日 9/30

例３：2018/1/1～2019/4/1 までの業務経験の場合 → ＣＰＤ取得日 2019/4/1

Q4. 現在、海外出張中であり、更新手続きの締切日までに帰国することが出来ません。また、出張先にて、更新手続きに

必要書類や情報を集めることが出来ず、更新手続きが出来ません。この場合、どうすればよいでしょうか。

Q4. 特殊事情によりインターネット接続ができない場合など、全地連までご連絡ください（tel:03-3518-8873 または

mail: jgca@zenchiren.or.jp）。 事情を確認の上、更新の可否について判断し、対応方法についてご案内いたします。


